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大阪社会保障推進協議会 

会長  井上 賢二  様 

島本町長  山 田 紘 平   

 

２０１９年度自治体キャラバン行動・要望書について（回答） 

貴職におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、町政各般にわたりご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、令和元年6月19日付けでご要望いただきました件につきまして、下記のとおり回答いたします。 

今後とも、本町福祉行政の推進に一層のご理解、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．子ども施策・貧困対策について 

No 項目 回答内容 担当 

① 貧困対策計画 

経済的に困窮している家庭の支援につきましては、対象者を早期に把

握し、支援につなげていくため、まず、生活困窮者自立支援制度につい

て、チラシの全戸配布、広報誌・ホームページにより窓口や制度の周知を

図っております。 

現時点で、子どもの貧困対策に特化した計画の策定は予定しておりま

せんが、引き続き、関係部局、関係機関と連携を図りながら、対象者の早

期把握・早期支援に努めてまいります。 

福祉推進課 

② 生活実態調査 
現時点において、子どもの生活実態調査の実施は予定しておりませ

ん。 
福祉推進課 

③ 食事支援 

学校内での子どもの朝食支援、学校休業日の食事支援につきまして

は、学校の運営に係る時間や提供に係る設備・人員・予算の観点から

実施は考えておりません。 

学校給食については、自校式及び親子方式の完全給食で実施し、食

材料費のみを給食費としており、就学援助制度における支給対象とし

ております。 

学校給食での適切な栄養の摂取により子どもの健康の保持増進を図

り、朝食及び休日の食事を含め生涯にわたる健全な食習慣を身につけ

ることを目的の一つとして、義務教育における食育を推進してまいり

ます。 

教育総務課 



No 項目 回答内容 担当 

④ 就学援助 

町単独の実態調査は予定しておりませんが、補助単価の拡充が図ら

れるよう国・府へ要望してまいります。 

また、新入学児童生徒学用品費等の早期支給につきましては、昨年

度から中学校入学予定者に対し実施しておりますが、本年度は小学校

入学予定者にも入学前に当該費目を支給する予定をしております。支

給時期については、現在、転出入の関係から３月とさせていただいて

おりますが、適切な時期を引き続き検討いたします。 

なお、第１回支給月につきましては、資料となる前年の所得証明等

が６月以降に決定されることから、支給につきましては６月以降とな

りますが、教育委員会事務局といたしましては、できる限り早く支給

ができるよう努めてまいります。 

クラブ活動に関する費用については現在支給を予定していません 

が、今後近隣市町の動向を注視してまいります。また、所得要件につ

いては、平成２４年１２月末日時点の生活保護法で定める基準額の１．

５倍としています。 

 申請用紙については、平易なものとなるよう努めています。 

教育総務課 

⑤ 
子どもの居場

所づくり 

学習支援事業につきましては、島本町学校支援ゆめ本部等で実施し

ておりますが、食事の提供等は行っておりません。 
福祉推進課 

⑥ 児童虐待 

待機児童の解消を図るため、平成３０年１１月に島本町保育基盤整

備加速化方針を策定し、令和３年度までに受入定員を６４４人から１，

０２０人に増加させる予定としており、本年度においても既に民間小

規模保育事業所を２か所開所し、秋頃には民間保育所を開所いたしま

す。また、施設ごとではありませんが、子育て支援課本庁内に社会福

祉制度等に精通した家庭児童相談員（正職１名、非常勤嘱託職員２名

（内１名は平成３０年度から増員））を配置し、虐待事案のみならず、

障害や地域子育て支援事業等に係る各園保護者への情報提供や個別事

案の対応を行っております。 

子育て支援課 

⑦ 児童虐待 

ひとり親世帯や若年妊産婦にかかわらず、虐待防止やその他子育て

支援に関する事項については、関係機関と十分に連携しており、取り

分け母子保健に関することを所管している健康福祉部いきいき健康課

とは、日頃から密な連絡体制により各種施策を実施しております。今

後におきましても、引き続き関係機関と協力しながら、きめ細かなサ

ポートに努めてまいります。 

子育て支援課 

⑧ 児童扶養手当 

 本町では児童扶養手当受給者に対しての調査で「独身証明書」の提

出は求めておりませんが、引き続き、対象者の実態把握に努めてまい

ります。 

福祉推進課 



No 項目 回答内容 担当 

⑨ 乳幼児健診 

平成３０年度において、乳児一般健康診査の対象者数は２３２人、

受診者数は１８４人、未受診者数は４８人、乳児後期健康診査の対象

者数は２６０人、受診者数は２２２人、未受診者数は３８人、１歳６

か月児健康診査の対象者数は２８３人、受診者数は２７８人、未受診

者数は５人、３歳６か月児健康診査の対象者は２７５人、受診者数は

２７０人、未受診者数は５人となっております。 

なお、いずれの健診につきましても、未受診者については、訪問・

面接等で可能な限り状況把握に努めております。 

いきいき 

健康課 

⑩ 学校健診 

学校の歯科健診において、要受診ながら未受診となっている児童生 

徒への受診への働きかけについては、学校と連携を図りながら取り組

んでまいります。 

また、眼鏡の補助については、現時点において、実施を予定してお

りませんが、財政状況をふまえながら、近隣自治体の動向を注視して

まいります。 

教育総務課 

⑪ 口腔内健康 

小学校においては、児童の歯みがき習慣の育成のため、適宜、歯み 

がき指導等を実施しております。なお、給食後の歯みがき時間の設定

については、休み時間に実施可能と考えますことから、そのための時

間を設けることは考えておりません。 

また、フッ化物洗口の実施については、財政状況をふまえながら、

近隣自治体の動向を注視してまいります。 

教育総務課 

⑫ 
幼児口腔内健

康 

小学校入学前の子どもに対して、内科及び歯科の就学時健康診断を、

また保育所及び幼稚園の入園児については、各所属において内科及び

歯科健康診査を実施しており、口腔内の健康については、虐待（ネグ

レクト）の視点も含めて観察しております。 

すべての４歳児・５歳児を対象とした健診及び歯科健診の実施は考

えておりませんが、就学前の子どもを対象とした経過観察健診及び歯

科相談（歯科健診及びブラッシング指導）を無料で実施しており、必

要な場合は案内したうえで、受診いただいております。 

いきいき 

健康課 

 

２．国民健康保険・医療について 

No 項目 回答内容 担当 

① 保険料 

健康保険料につきましては、高齢者割合の増に伴う医療費の増により、

今後も保険料率の増加傾向は続くものと認識しております。 

都道府県の国保運営方針見直しに際しては、制度上可能な限り保険料

率の上昇を抑制する事を最優先に検討するよう要望してまいります。 

保険課 

② 減免制度 

大阪府国民健康保険運営方針に基づき、統一保険料減免基準による減

免を行うことにより、統一前と比較すると、減免基準が拡大されており

ます。なお、保険料率引き下げのため一般会計からの法定外繰入は従前

から行っておりません。 

保険課 



No 項目 回答内容 担当 

③ 
子育て世帯へ

の配慮 

子育て世帯に対する減免制度につきましては、大阪府国民健康保険広

域化調整会議の検討課題として挙がっていると聞き及んでおります。府

内統一基準による子育て世帯減免が定められた際には、直ちに必要な措

置を講じてまいります。 

保険課 

④ 差押え 

滞納者に対しましては、一律な対応ではなく収入等生活状況を聞き取

り、分納額を決定するなどきめ細やかな納付相談に応じております。ま

た、府税事務所の経験のある徴収支援員を配置し、法令に基づく適切な

滞納処分を行っております。 

保険課 

⑤ 
高齢者人口の

増加 

平成３０年３月に策定した「第７期島本町保健福祉計画及び介護保険

事業計画」に基づき、在宅医療・介護連携推進事業等の各種事業につい

て医師会、歯科医師会、薬剤師会等と連携のもと進めております。 

また、第７次大阪府医療計画に沿って、大阪府と連携のもと引き続き

体制整備に努めてまいります。 

いきいき 

健康課 

⑥ 補助金増額 

大阪府三島救命救急センターの運営については、国、大阪府の補助金

に加えて、本医療圏である高槻市・茨木市・摂津市及び島本町の３市１

町も補助金・貸付金として、従前から必要な支援を行っております。今

後につきましても、「望ましい三次救急医療体制」の環境整備のために関

係機関と連携してまいります。 

いきいき 

健康課 

⑦ 麻疹 

定期予防接種におけるワクチンの確保については、町内の医療機関へ

の状況確認や医師会と連携のもと、定期接種対象年齢内に接種していた

だけるよう努めております。また、ワクチンの安定供給について、大阪

府町村長会を通じて国に要望しております。 

 

いきいき 

健康課 

⑧ 後期高齢医療 
後期高齢者医療制度における自己負担割合に係る議論については、今

後の動向を注視してまいります。 
保険課 

 

３．健診について 

No 項目 回答内容 担当 

① 
特定健診 

がん健診 

受診率向上に向けた取組については、集団健診において、特定健診と

がん検診を同日に受診することができるセット検診の実施や、島本町国

民健康保険加入者と後期高齢者医療加入者に対し、受診料を無料とする

等、受診しやすい体制づくりに努めているところです。また、未受診者

に対する受診勧奨通知や無料クーポン券の配付等とあわせて、平成２８

年度から特定健診等の各種健（検）診や健康づくり講座等に参加するこ

とによって賞品が当たる「健康マイレージ事業」を実施しております。 

なお、本町の特定健診の受診率は、全国市町村国保受診率とほぼ同率

にあり、今後も引き続き受診率の向上に努めてまいります。 

いきいき 

健康課 



No 項目 回答内容 担当 

② 歯科健診 

成人の歯科健康診査については、平成３１年度から１８歳以上の住民

に対象を拡充し、無料で実施しております。また、集団健診においては、

特定健診・がん検診とともに、歯科健診も年２回、同日に実施する等受

診しやすい体制に努めているところです。 

「歯の健康」につきましては、平成３１年３月に作成した「健康づく

り事業・食育の取組における基本方針」に基づき、引き続き施策を推進

してまいります。 

いきいき 

健康課 

 

４．こども・ひとり親・障がい者医療費助成制度（旧福祉医療費助成制度）について 

No 項目 回答内容 担当 

① 制度再編 

現時点で大阪府内市町村において、従前の助成制度を運用している自

治体はないことから、他市町村の動向を注視してまいりたいと考えてお

ります。 

福祉推進課 

② 自動償還 
本町においては、平成30年４月受診分から自動償還制度を導入して

おります。 
福祉推進課 

③ 子ども医療 

 子ども医療費助成制度の医療費無料化について、現時点では大阪府内

市町村で行っている自治体はないことから、他市町村の動向を注視して

まいりたいと考えております。 

 なお、入院食事療養費については、すでに対象としております。 

福祉推進課 

④ 妊産婦助成 

本町では、妊産婦の医療費助成は行っておりませんが、妊娠中の母体

の健康状態の把握・異常の早期発見を行い、母体及び胎児の健康の確保

及び安心で安全な出産を支援することを目的に、妊婦健康診査の公費助

成をしており、平成３１年度からは大阪府助産師会と委託契約を締結す

るなど、妊婦健康診査を受けやすい体制を整えております。今後も公費

助成の状況等について、近隣他市町の動向を注視してまいります。 

いきいき 

健康課 

 

５．介護保険・高齢者施策等について 

No 項目 回答内容 担当 

① 軽減措置 

介護保険料については、介護保険事業計画に基づき適正に設定してお

ります。また、一般会計からの法定外の繰り入れは行っておりません。 

国庫負担については、さらなる拡充を目的に府内町村と連携し大阪府

を通じて国への働きかけを行っております。 

保険課 



No 項目 回答内容 担当 

② 減免制度 

本町におきましては、平成３０年度から独自の減免制度を設定してお

ります。また、本町の保険料率は低所得の方に配慮した１２段階として

おり、減免に該当しない方につきましても一定の負担軽減が図られてい

るものと考えております。 

なお、介護保険料の免除については、介護保険制度の趣旨にかんがみ、

適当ではないと考えられていることから慎重に検討してまいります。 

保険課 

③ 利用料減免 

市町村独自の利用者負担減免については、実施している他市町村が少

数であることから、今後の動向を見据え慎重に検討してまいります。ま

た、「３割負担」については、財源確保も含め制度の持続可能性を高め

る観点で導入された経緯があることから国などの動向を注視してまい

ります。 

なお、２割負担者への自治体独自の軽減措置については、負担の公平

性の観点から軽減措置を行う予定はございません。 

保険課 

④ 総合事業 

イ．要支援認定・従来相当サービスの利用について 

 本町の総合事業における利用の流れについては、新規申請の方は、要

介護認定申請をご案内し、更新の方で訪問介護や通所介護のみを利用さ

れている方は、チェックリストにより判定しております。    

要支援認定及び事業対象者となられた方のサービス利用については、

ケアマネジャーによるアセスメントにおいて、適切なサービス利用につ

ながるようにしており、専門的なサービスを必要とする方には、訪問介

護相当サービス、通所介護相当サービスをご利用いただいております。 

 

 ロ．介護予防・生活支援サービスについて 

 総合事業における訪問介護相当サービス、通所介護相当サービスにつ

いては、サービス提供内容や報酬等、これまでの予防給付における介護

予防訪問介護、介護予防通所介護と同様の設定としております。 

いきいき 

健康課 

⑤ 
生活援助ケア

プラン 

イ 本町におきましては、基準省令に基づき条例を制定しており、一定

回数以上の生活援助中心型訪問介護を位置付けたケアプランの届出

を求めております。 

今後は、国などの動向を注視してまいります。 

ロ 市町村への届出を義務付けられた趣旨のひとつに「より良いサービ

スとするため、多職種協働による検証を行い、必要に応じて、ケアプ

ランの内容の是正を促す」ことが挙げられており、本趣旨に基づき、

適切に対応してまいります。 

保険課 

⑥ 
保険者機能強

化推進交付金 

イ 本町においては、介護保険サービスを利用されているご本人の自立

に向けた支援を検討するため、平成２８年１２月から「自立支援に資

するための地域ケア会議」を定例開催しております。 

ロ 目標の設定については、介護保険法の規定に基づき、要介護状態等 

の軽減又は悪化の防止に資するよう対応してまいります。 

保険課 

いきいき 

健康課 



No 項目 回答内容 担当 

⑦ 熱中症対策 

高齢者の熱中症予防対策としては、高齢者団体に熱中症予防対策のチ

ラシを配布する等の周知を行い、高温注意情報発令時には消防本部が広

報車により熱中症の注意喚起を呼びかけております。また、保健師が地

域で実施している集いの場等の機会を通じて、熱中症予防に関する健康

教育を行う等、周知・啓発に努めています。さらに、介助等の支援が必

要なケースにつきましては、介護支援専門員を含む関係機関や、民生委

員児童委員、社会福祉協議会が地域で見守りを行う小地域ネットワーク

を通じて、熱中症予防の啓発を行う等、個別に対策を講じております。 

生活保護世帯につきましては、担当ケースワーカーが被保護者の生活

状況を把握する中で、クーラーの利用等についても促すことで、熱中症

予防に取り組んでいるところです。なお、クーラー導入費用や電気料金

に対する補助制度を創設することは、現状では困難であると考えており

ます。 

いきいき 

健康課 

⑧ 待機解消 介護保険事業計画に基づき対応してまいります。 保険課 

⑨ 処遇改善 

処遇改善助成金につきましては、現在本町において制度化したものは

ありません。今後、参考となる同規模市町村等の事例等を研究してまい

ります。 

また、国庫負担方式による処遇改善助成金については、国の動向を注

視してまいります。 

保険課 

 

６．障害者６５歳問題について 

No 項目 回答内容 担当 

① 
サービスの利

用 

６５歳以上の障害のある方については、原則として介護保険制度に移

行していただくこととなります。 

しかしながら、非該当となった方や障害特有のサービスが必要な方に

ついては、引き続き障害福祉サービスが利用できるよう調整いたしま

す。 

保険課 

② 
サービス打ち

切り 

障害特有のサービスが必要な方については、引き続き障害福祉サービ

スが利用できるよう調整いたします。 
保険課 



No 項目 回答内容 担当 

③ 介護保険利用 

本町では現在、共生型サービスの指定を受けた事業所はございません

が、今後、指定を受ける事業所が出た際には、利用される方に必要なサ

ービスを適切な形で受けていただけるよう対応してまいりたいと考え

ております。 

４０歳以上の特定疾患・６５歳以上の障害者については、原則介護保

険事業を利用することになりますが、一律に介護保険事業の利用をすす

めるのではなく、本人の生活状況を確認・勘案し、適切な支援に繋がる

ような対応を行います。 

保険課 

福祉推進課 

④ 
国庫負担基準

創設 

介護保険サービスに併せ障害福祉サービスを利用される場合には、必

要に応じ対応しておりますが、その際には、これまでどおり、国庫負担

金の対象となっていることから、新たな国庫負担基準の創設を求める予

定はございません。 

福祉推進課 

⑤ 
共生型介護保

険事業 

本町では現在、共生型サービスの指定を受けた事業所はございません

が、今後、指定を受ける事業所が出た際には、利用される方に必要なサ

ービスを適切な形で受けていただけるよう対応してまいります。 

保険課 

⑥ 有資格者派遣 

障害福祉サービスを継続して受けてきた方が、総合事業の訪問型・通

所型サービスをご利用される場合には、これまで同様、ケアマネジャー

によるアセスメントの上、個人の障害の状況に応じて、必要な方には専

門的なサービスとして訪問介護相当サービス、通所介護相当サービスを

ご利用いただけるようにしております。 

いきいき 

健康課 

⑦ 利用者負担 

サービス受給者の利用者負担を原則としていることから、市町村独自

の利用者負担減免については予定しておりません。 

障害福祉サービス（自立支援給付、補装具、日常生活用具、移動支援、

日中一時支援など）においては、基本的に市町村民税非課税世帯の月額

上限負担額は0円であり、利用者負担は生じません。また、本町ではそ

の他、訪問入浴サービス、意思疎通支援者派遣事業の利用者負担につい

ては、所得にかかわらず無料としています（いずれも食費・交通費等の

実費負担を除く）。 

なお、介護サービスについては、受給者の利用者負担を原則としてい

ることから、市町村独自の利用者負担減免については予定しておりませ

ん。 

保険課 

福祉推進課 

⑧ 
重度障害者医

療 

 本町では、平成３０年度の大阪府医療費助成制度再構築以前から独自

制度として、精神障害者保健福祉手帳所持者に対して障害者医療証を交

付してことから、平成３０年４月以降、精神障害者保健福祉手帳１級所

持者の重度障害者医療の新規申請はありません。 

 また、特定医療費等受給者で障害年金１級または特別児童扶養手当１

級該当者の新規申請は０件です。 

福祉推進課 

 

 

 



 

７．生活保護について 

No 項目 回答内容 担当 

① 
ケースワーカ

ー 

生活保護のケースワーカーについては、現在、社会福祉士、社会福祉

主事資格所有者を国の基準どおり配置するとともに、大阪府や北摂ブロ

ックの研究会に参加するなど、資質向上に努めています。 

また、母子世帯の多い地区には女性のケースワーカーを配置してお

り、母子世帯や単身女性の世帯については、必要に応じ、査察指導員等

女性職員が同行しております。 

福祉推進課 

② しおり・てびき 
生活保護申請については、本人の意思を尊重するとともに、しおりの

中で、最初に権利について明記しています。 
福祉推進課 

③ 就労支援 
就労をはじめとした受給者に対する指導については、福祉事務所内で

のケース検討・方針決定の上、就労支援等を行っております。 
福祉推進課 

④ 医療証 

生活保護受給者を対象とした医療証は発行しておりませんが、申請者

が希望した場合に病院提示用の受給証明書を発行しており、代替になる

ものと考えております。 

また、町で実施している健診につきましては、対象となる全世帯にチ

ラシの送付しており、併せて訪問時等に受診を勧奨しています。 

福祉推進課 

⑤ 
警察官OB配

置 

現時点において、警察官ＯＢの配置や、「適正化」ホットライン等を

実施する予定はございません。 
福祉推進課 

⑥ 保護基準 

生活保護基準は国で定めているものであり、一自治体で引上げ等を行

うことは困難であると考えます。なお、住宅扶助については、所内での

検討を経て、障害者や高齢者の世帯で特別基準を適用している世帯があ

ります。 

福祉推進課 

⑦ 医療抑制 

後発医薬品については、その使用が可能と判断された場合は、原則後

発医薬品の使用をお願いしておりますが、引き続き、国の動向を注視し

てまいります。 

福祉推進課 

⑧ 世帯分離 世帯分離の取扱いについては、局長通知に基づき対応しております。 福祉推進課 

 


